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令和７年７月 25日 

教育部管理職各位 

 

令和７年度教育部の運営方針について 

 

 教育部長 日 髙 久 善 

 

「令和７年度市政運営の基本方針」及び「市長所信表明」並びに教育長より示された「令和

７年度国分寺市教育委員会運営の基本方針」に基づき、以下のとおり、教育部の運営方針を策

定いたしました。 

各管理職におかれましては、市政運営の基本方針及び教育委員会運営の基本方針を熟読する

とともに、本方針について理解を深め、各所属職員に徹底されますようお願いいたします。 

また、各課におかれましては、本方針をより具現化した取組をお願いいたします。  

 

 記 

 

１ 令和７年度市政運営の基本方針に基づく取組について 

 

(1) 施政方針及び市長所信表明を踏まえて 

① 令和７年度施政方針では、「35 人学級の全面実施に伴う学校施設の改修や整備の推進」

「民間施設を利用した学校水泳指導の拡充」「小学校の大規模改造工事の実施」「次世代

教育系システムの本格稼働（令和８年度）に向けた学校 ICT 環境の整備」「コミュニ

ティ・スクール全校導入に伴う特色ある学校づくりの推進」「中学校部活動地域連携・地

域移行の推進」「史跡武蔵国分寺跡の整備及び施設改修」「『新たな国分寺市史編さん基

本方針』に基づく事業の推進」「並木公民館図書館の長寿命化改修に向けた設計」など、

教育部に関わる考えが随所に示されている。また、市長所信表明では、「温かい給食の提

供」「不登校対策の取組」など子育て・教育、未来を拓く分野において、示されている。

この考え方を管理職員はもとより全職員が念頭に置き、日々の業務にあたること。 

② 教育委員会運営の基本方針において、教育長の示した「施政方針等を踏まえた対応」７

項目については、教育委員会事務局として各課の課題及びその優先順位を明確化すること。 

③ 教育部関連の国・都の令和７年度予算措置については、各担当課長会等を通じて万全な

情報収集に努め、迅速な対応を図ること。 

   

(2) 第２次国分寺市総合ビジョン及び第３次国分寺市教育ビジョンを踏まえて 

① 国分寺市ビジョンの「歴史をつなぎ 未来をひらく 個性がひかり輝くまち」を標榜しつ

つ、国分寺市総合ビジョンにおける分野別の都市像「子どもを育み 学びがつながるま

ち」「活気あふれる成長のまち」の実現を念頭に、国分寺市ビジョン実行計画の「学校教
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育」、「教育環境整備」、「歴史」、「社会教育」の各施策におけるまちづくりの指標達

成に向け、施策を構築すること。中心事業においては、個別計画との整合を図りながら、

数値目標の達成に向け着実な進行管理を行うこと。 

② 第３次国分寺市教育ビジョンの「誰もが幸せな未来を描くまち、人と人とがつながるま

ち、学びが循環するまち 国分寺」を標榜しつつ、前計画の成果と課題を踏まえ、中長期

的な視点を持ち、数値目標の達成に向け着実な進行管理を行うこと。また、他の計画、特

に子ども若者・子育ていきいき計画の進捗も意識すること。 

③ 既存の事務事業やシステムについては、常にあるべき姿を念頭に置き、再構築や執行方法

の再検討を模索すること。 

④ 部内各課において、税収増や税外収入増をもたらすような事業を工夫し、まちの魅力の発

掘・発信、まちのにぎわいの創出に向けて各部各課と連携すること。 

 

(3) 事務の適正化に向けて 

① 教育委員会運営の基本方針「適正な事務執行の確保に向けた方針」にある４項目を徹底す

ること。 

② 加えて、以下の具体的な実践を進めること 

・ 市民に寄り添う徹底した現場主義を実践すること。 

・ 苦情対応については、市民目線に立ち、速やかな行動に心掛けること。 

・ 風通しの良い職場づくりに努め、チームとして仕事を進めること。 

・ 教育総務課長を中心とした部内の情報共有・連携、部を越えた情報共有・連携を徹底す

ること。 

・ 課又は係単位で毎朝のミーティングや適宜の会議を開催し、部内、課内及び係内の情報

共有が速やかに図れるよう工夫すること。また、各職員のその日、その週の行動、到達

目標等を全員で確認するともに、日常的に声を掛け合う職場づくりに努めること。 

・ 会議の開催は必要最小限とし、「意思決定」「討論」「情報共有」のいずれを目的とし

た会議であるかを事前に共有するとともに、最短の時間、最少の人数で実施すること。 

・ 不必要な書類等は漏れなく処分し、日常的な整理整頓に心掛け、快適な執務環境を保持

すること。また、可能な限り紙資料はなくし行政資料及び公文書のデータ化を更に推し

進め、新しい執務環境の利点を最大限に生かした働き方の実現を目指し、更なる生産性

向上につなげること。 

 

(4) 職員の人材育成を図るために 

市政運営の基本方針及び教育委員会運営の基本方針を踏まえ、以下のとおり実践するこ

と。 

・ 誠実、丁寧に職員と関わり、職員の声にしっかり耳を傾けること。 

・ 相手のことを思い、明確な指導・指示を心掛け、各職員の能力が最大限に発揮できるよ

うマネジメントを徹底すること。 

・ パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、モラル・ハラスメント等のハラ

スメントは、職場環境を悪化させる最大の要因であることを各職員に認識させるととも

に、その具体例を共有し、ハラスメントの根絶を徹底すること。 

・ 率先して地域の方々との絆を深めようとする「国分寺市民」の育成に向け、町ごとの地

域市民として、各地域のイベント、活動等に積極的に参加するよう促すこと。管理職員

においては、地域のイベント等にも積極的に参加し、それぞれの地域において顔の見え

る関係を築くこと。 
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・ 課題解決にあたっては、課長、係長が明確な目標を設定すること。 

・ 各職員が自己の能力向上に向けた具体的な目標を設定し取り組めるよう配慮すること。 

・ 働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの視点を踏まえ、超勤の削減に向け、効率的

な事務執行に努めること。定時退庁日には所属職員に速やかな退庁を促すこと。 

・ 配当時間内での超勤管理に取り組むとともに、特定の職員への業務集中を避け、所属職

員の超過勤務が月 45時間を超えないようマネジメントを行うこと。  

 

 

２ 令和７年度重要課題について 

 

(1) 重要課題に取り組む基本的姿勢 

① 子どもたちが将来の夢と希望にあふれ、すべての市民が生涯を通して主体的に学んでい

ける理想のまちづくりに向け、行政・学校・家庭・地域社会が互いに連携していく必要性

を踏まえ、教育委員会事務局として各小中学校現場ときめ細かく連携し、情報共有を徹底

すること。 

② 世代を超えた地域での学びは、地域づくりの基盤となることを踏まえ、各公民館・図書

館が地域社会の核となるよう、健康・福祉、子ども家庭、防災部門等との連携を強化する

こと。 

③ 様々な教育施策において、子ども家庭施策等との連携を意識すること。 

④ 市が誇る多くの歴史遺産について、市民が愛着を持てるよう施策を進めるとともに、ま

ちの魅力発信に活用すること。 

 

(2) 教育委員会運営の基本方針を踏まえた具体的な重要課題は別途示す「組織目標展開整理表」

のとおり。また、各課、各係においては、各事業の進行管理を徹底し、四半期を目安として

その進捗状況を評価すること。 


